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体
１
．
２
級

、
療
育

、
精
神
の
障
害
の

あ
る
方
へ
無
料
で
電
話
番
号
を
案
内

。

＊
要
事
前
登
録

他優先 他優先 他優先 どちらか
他優先
どちらか

他優先
要証明 要証明

1級 △ △ △ ○ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ △

2級 △ △ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ △

3級 △ △ △ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ ○ △ ○ ○ △ ○ △

4級 △ △ △ △ ○ △ ○ △ △ ○ △ ○ ○ △ ○ △

5級 △ ○ △ ○ △ △ ○ △ ○ ○ △ ○ △

6級 △ ○ △ ○ △ △ ○ △ ○ ○ △ ○ △

Ⓐ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

A △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

B △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

C ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

１級 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
バ
ス

航
空

の
み

△ △ ○ ○

2級 ○ △ ○ ○ ○ ○
バ
ス

航
空

の
み

△ △ ○ ○

3級 △ ○ ○
バ
ス

航
空

の
み

△ △ ○ ○

※　○・・・該当　　△・・・障害の内容により該当
　　　 　　

■自動車税 ： 障害区分証明書が必要な方は、手帳を持参し障害福祉課へ
■NTT無料番号案内 ：問合せは、ふれあい案内　「ＴＥＬ：0120-104-174　　ＦＡＸ：0120-000-104」まで 

　　　

障害福祉課 障害福祉課 障害福祉課

（注）この表は目安です。該当しない場合もありますので、詳しいことは問い合わせ先へご相談ください。 ｰ　１　ｰ

各実施機関窓口（障害福祉課で証明を受けるものがあります。）

施
策
名

概
要

福祉用具 暮らし 税金・公共料金

子育て支援課 障害福祉課

身
　
体
　
障
　
害
　
者

（
障
害
者
手
帳
の
等
級
と
は
認
定
基
準
が
異
な
り
ま
す

。
詳
細

は

「
障
害
年
金
ガ
イ
ド

」
７
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

）

知
的
障
害
者

精
神
障
害
者

問合せ先

別表１　　　　　　　　　　　　　　　　　　障害者手帳の等級及び程度別施策早見表
項　目 手当・年金 医　療

■発 行 ・ お問い合わせ先
○本庄市役所 障害福祉課 TEL 0495-25-1125 FAX 0495-23-1963


